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告
　
示

◯
公
平
委
員
会
の
事
務
の
受
託
（
九
一
一
・
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
（
九
一
二
・
秋
田
中
央
保
健
所
）
…
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
九
一
三
、
九
一
四
・
秋
田
中
央
保
健
所
）
…
…
…
…
２

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
九
一
五
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
（
一
七
六
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

収
用
委
員
会
告
示

◯
秋
田
県
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
秋
田
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
九
百
十
一
号

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
に
か
ほ

市
の
公
平
委
員
会
の
事
務
を
次
の
規
約
の
と
お
り
受
託
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男
　

に
か
ほ
市
と
秋
田
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
一
条

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
に
か
ほ
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員

会
の
事
務
を
秋
田
県
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
管
理
及
び
執
行
）

第
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
た
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び

執
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
に
関
す
る
乙
の
人
事
委
員
会
規
則
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

（
経
費
の
支
弁
）

第
三
条

委
託
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
乙
が
支
弁
し
、
そ
の
経
費
は
甲
が

負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
負
担
に
関
し
て
は
、事
務
処
理
に
要
し
た
実
費
に
つ
き
乙
が
精
算
し
た
額
と
し
、

乙
の
請
求
に
よ
り
甲
が
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
決
算
の
場
合
の
措
置
）

第
四
条

乙
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
、
決
算
の
要
領
を
公
表
し
た
と
き
は
、
同
時
に
当
該
決
算
の
委
託
事
務
に
関
す
る
部

分
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
、
規
則
等
の
制
定
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
五
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
人
事
委
員
会
規
則
等
の
制
定
改
廃
が

行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
書
面
で
甲
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

甲
が
職
員
に
関
す
る
条
例
、
規
則
等
を
制
定
改
廃
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
書
面
で
乙

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
必
要
な
事
項
）

第
六
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
甲
と
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
乙
の
議
会
の
議
決
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
九
百
十
二
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

秋
田
県
告
示
第
九
百
十
三
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男
　

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
七
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
十
四
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男
　

秋
田
県
告
示
第
九
百
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男
　

２

名
　
　
　
称

佐
藤
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
県
南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
字
中
田

六
十
七
番
地
二
十
一

辞

退

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

名
　
　
　
称

佐
藤
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
県
南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
字
中
田

六
十
七
番
地
二
十
一

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
十
八
日

名
　
　
　
称

え
き
ま
え
佐
藤
薬

局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
県
南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
字
中
田

六
十
七
番
地
二
十
一

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
十
八
日

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

小
安
温
泉
椿
川
線

小
安
温
泉
椿
川
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
七
・
〇
〇
〜
三
九
・
〇
〇

一
八
・
〇
〇
〜
三
九
・
〇
〇

一
・
〇
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
六
五

〇
・
〇
六
五

〇
・
〇
一
七

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

湯
沢
市
皆
瀬
字
下
生
内
一
四
〇
番
一
地
先
か
ら
湯
沢
市
皆
瀬
字
下
生
内
一
三
八

番
四
地
先
ま
で

湯
沢
市
皆
瀬
字
下
生
内
一
四
〇
番
一
か
ら
湯
沢
市
皆
瀬
字
下
生
内
一
三
八

番
四
地
先
ま
で

湯
沢
市
皆
瀬
字
下
生
内
一
四
〇
番
一
地
内

ＡＢ
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秋
選
管
告
示
第
百
七
十
六
号

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
秋

選
管
告
示
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
開
請
求
書
の
提
出
は
、
前
項
の
行
政
文
書
公
開
請
求
書

を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号

秋
田
県
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日

秋
田
県
収
用
委
員
会
会
長
　
豊
　
口
　
祐
　
一
　

秋
田
県
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

秋
田
県
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
秋
田
県

収
用
委
員
会
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
開
請
求
書
の
提
出
は
、
前
項
の
行
政
文
書
公
開
請
求
書

を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号

秋
田
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日

秋
田
県
収
用
委
員
会
会
長
　
豊
　
口
　
祐
　
一
　

秋
田
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
秋
田
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
つ
え
、
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日
（
第
千
七
百
十
三
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
八
百
五
号
（
道
路
区

域
の
変
更
）

（
印
刷
誤
り
）

五
　
　
　
終
り
か
ら
三
　
　
字
上
野
一
六
〇
番
八
地
先
　
　
字
上
野
一
〇
六
番
八
地
先

六
　
　
　
　
　
　
　
二

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日
（
第
千
七
百
十
三
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
八
百
九
号
（
道
路
区

域
の
変
更
）

（
原
稿
誤
り
）

七
ペ
ー
ジ
の
表
中

は
、

の
誤
り
。

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

収

用

委

員

会

告

示

３

ペ
ー
ジ
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　

正
　
　
　
　
　
　
誤

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

大
仙
市
内
小
友
字
上
中
田
五
三
八
番
一
〇
地
先
内

〃

間

番
一
〇
地
先
か
ら
五
三
八
番
三
地
先
ま
で
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